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【関連質問への回答含む】
新規制基準適合性審査申請
重大事故等対処施設
＜（８）重大事故対策＞

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムへの対応について

（No.56，74関連）
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大規模損壊とは

１．はじめに（１／２）～大規模損壊対応の概要～
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※1 「大規模な自然災害」とは，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」で想定する自然現象を大幅に超えるような大規模な自然災害をいう。
※2 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」より抜粋

参考：原子力規制庁「東海第二発電所に関する審査の概要」（２０１９年１月）

論点No.56関連

「大規模な自然災害※1又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉
施設の大規模な損壊」※2をいう。

 設計上の想定を大幅に上回る外部事象によって，発電用原子炉施設に大規模な損壊が発生し
発電所外へ放射性物質が放出されるような事態も考慮して，放射性物質の拡散をできるだけ
「抑える」ことを最優先に考え対処することができるよう手順等を整備

大規模損壊に対処するために

設計上の想定を大幅に上回る外部事象

＜参考＞原子力発電所における核物質防護対策やサイバーテロ対策等のテロ対策については，第14回安全性検討会において説明済
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１．はじめに（２／２）～大規模損壊対応の概要～

 大規模損壊が発生した際，放射性物質放出の防止及び抑制を最優先に，

 対応要員，可搬型設備，常設設備を含めた残存する資源等を最大限に活用するとともに，その時
点で得られる発電所構内外の情報を活用することにより，

 様々な事態において柔軟に対応できる「手順書」を整備
 この手順に従って活動を行うための「体制」及び「設備・資機材」を整備

要員の被災等が生じた場合においても，流動性を持って柔軟に対応できる体制を整備する。

重大事故等に対処する要員に対して，重大事故等を超えるような状況を想定した教育及び訓練を
実施し，体制の整備を図る。

大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行うために必要な重大事故等対処設備及び資機材
を配備する。

設計基準を超えるような規模の自然災害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを
想定し，以下の５つの活動を行うための手順を網羅する。
（１）大規模な火災が発生した場合における消火活動（故意による大型航空機の衝突による外部
火災を想定し、泡放水砲等を用いた消火活動についての手順等を整備）

（２）炉心の著しい損傷を緩和するための対策
（３）原子炉格納容器の破損を緩和するための対策
（４）使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための
対策

（５）放射性物質の放出を低減するための対策

手順書の整備

体制の整備

設備及び

資機材の配備

P.4～8

P.9～11

P.12～13

大規模損壊対応の整備内容
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２．手順の整備

要員の被災等が生じた場合においても，流動性を持って柔軟に対応できる体制を整備する。

重大事故等に対処する要員に対して，重大事故等を超えるような状況を想定した教育及び訓練を
実施し，体制の整備を図る。

大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行うために必要な重大事故等対処設備及び資機材
を配備する。

設計基準を超えるような規模の自然災害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを
想定し，以下の５つの活動を行うための手順を網羅する。
（１）大規模な火災が発生した場合における消火活動（故意による大型航空機の衝突による外部
火災を想定し、泡放水砲等を用いた消火活動についての手順等を整備）

（２）炉心の著しい損傷を緩和するための対策
（３）原子炉格納容器の破損を緩和するための対策
（４）使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための
対策

（５）放射性物質の放出を低減するための対策

手順書の整備

体制の整備

設備及び

資機材の配備

大規模損壊対応の概要(P.3)より引用
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２．手順の整備（１／４）～手順の整備における考慮事項～

 様々な状況が想定されるが，その中でも施設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規
模な火災が発生して発電用原子炉施設に大きな影響を与える事象を前提とした対応手順書を整備

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

しかし，

大規模損壊を発生させる可能性のある外部事象にも対応できる手順書

 そのため，特定の事象の発生や検知がなくても，観測されるプラントの徴候により対処が可能な手順書
を整備

外部事象の規模等により発電用原子炉施設が受ける被害範囲は不確定であり，

あらかじめシナリオを設定した手順書では対応は困難

論点No.74関連

＊ ＜参考２＞ケーススタディの選定について参照

 大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害の事象を選定した上で，整備した対応手順書の有効性
を確認

 確率論的リスク評価の結果に基づき，設計基準を大幅に超過する地震及び津波により発生する以下の
事故シーケンスについても対応できる手順書として整備

・地震：基準地震動（最大値1,000ガル）を大幅に超えるような地震により発生する事象
（例えば，原子炉建屋損傷や原子炉格納容器損傷）

・津波：基準津波（O.P.※+23.1m）を超え，防潮堤（O.P.+29m）を越えるような津波により発生する事象
（外部電源や非常用炉心冷却系等複数の設備が機能喪失）

大規模な自然災害

※ O.P. （女川原子力発電所工事用基準面）= T.P.（東京湾平均海面）-0.74m（以降同様）
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２．手順の整備（２／４）～手順の整備における考慮事項～

重大事故等対処に必要な手順書との連続性

重大事故等時から事象進展に伴い大規模損壊に至る場合も想定され，迅速な対応を求められる大規模損壊対応
を行うために，重大事故等に対処する手順書との連続性を考慮する。

整備する手順書

 観測されるプラントの徴候
により対処が可能な運転
操作手順書と発電所対策
本部用手順書により，重
大事故等発生時から大規
模損壊発生時までシーム
レスに５つの活動※１が行
えるよう，重大事故等対処
設備等使える可能性のあ
る設備，資機材及び要員
を最大限に活用した多様
性及び柔軟性を有する手
順を整備

 右記のとおり，プラントの
状態に対応した手順書を
整備

※１ P.3大規模損壊対応の整備内容
のうち「手順書の整備」参照

＊ 各手順書の概要は，＜参考３＞参照
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２．手順の整備（３／４）～手順の整備における考慮事項～

柔軟な対応を可能とするため工夫した事項

ａ．発電所対策本部の指揮を支援するツールの整備

ｂ．中央制御室における監視，制御機能が喪失した場合でも対応できるよう考慮
・現場にてプラントパラメータを監視するための手順
・可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するための手順
・建物や設備の状況を目視にて確認するための手順
・現場にて直接機器を作動させるための手順を整備

ｃ．大規模損壊に特化した手順※１を整備
・注水用ヘッダを活用した放水手順
・注水用ヘッダを介さずに大容量送水ポンプのホースを建屋の接続口に直接接続し使用する手順
・淡水タンクを水源とした放水砲による消火手順
※１ 大規模損壊の発生を判断した以降，緩和措置を更に柔軟に行うために整備した手順

ｄ．対応手順の整備にあたって考慮すべき事項等については，米国におけるNEIガイド※２も参考とした。
※２ 航空機テロへの対応ガイド（NEI-06-12）及び大規模自然災害への対応ガイド（NEI-12-06）

 発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確
認チェックシート」を整備

 対応操作の優先順位付けや対策決定の判断を行う
ため各手順書間の相互関係をまとめ全体像を把握す
る「対応フロー」を整備（その概略フローをP.8に示す）

プラント状態確認チェックシート（抜粋）
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２．手順の整備（４／４）～大規模損壊発生時の対応の流れ～

・プラント状態の確認 ・アクセスルート確認※２，火災の確認
・中央制御室との連絡状況 ・建屋の損壊状況
・プラント監視機能確認

大規模損壊が発生※１

・対応可能な要員の確認 ・可搬型設備の確認
・主要パラメータ確認 ・資機材等の確認
・可搬型計測器によるパラメータ確認 ・常設設備の確認
・通信設備の確認 ・水源の確認
・建屋等へのアクセス性確認

対応要員，可搬型設備，常設設備を含めた残存する資源等を確認し，発電所外への放射
性物質放出の防止及び抑制を最優先として，当面達成すべき目標を設定し，そのために
優先すべき戦略を決定する。

放射性物質
拡散抑制

電源確保
アクセスルート確保※３

（消火活動含む）

使用済燃料
プール冷却

停止，冷却，閉じ
込め機能の確保

※２
各事故対応に当たっては，要員の安全確保を最優先とすると
ともに，人命救助が必要な場合は，原子力災害に対応しつつ，
発電所構内の人員の協力を得て，安全確保の上，人命救助を
行う。

※３
ブルドーザ等によるがれき撤去作業，
事故対応を行うためのアクセスルー
ト及び各影響緩和対策の作業に支障
となる火災並びに延焼することによ
り被害の拡大につながる可能性のあ
る火災の消火活動を優先に実施する。

※１
以下のいずれかの状態となった場合又は疑われる場合は大規模
損壊の発生と判断

・プラント監視機能又は制御機能の喪失によりプラント状態
把握に支障が発生した場合（中央制御室の機能喪失や中央
制御室と連絡が取れない場合を含む。）

・使用済燃料プールの損傷により水の漏えいが発生し，使用
済燃料プールの水位が維持できない場合

・炉心冷却機能及び放射性物質閉じ込め機能に影響を与える
可能性があるような大規模な損壊（建屋損壊に伴う広範囲
な機能喪失等）が発生した場合

・大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合

＊ 戦略決定の考え方は，＜参考４＞参照

• 発電所外への放射性物質の放出を防止，
抑制する対策

• 発電所外へ
放出された
放射性物質
の拡散を抑
える対策

• 各対策を実行するための共通的な対策



9

99

３．体制の整備

要員の被災等が生じた場合においても，流動性を持って柔軟に対応できる体制を整備する。

重大事故等に対処する要員に対して，重大事故等を超えるような状況を想定した教育及び訓練を
実施し，体制の整備を図る。

大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行うために必要な重大事故等対処設備及び資機材
を配備する。

設計基準を超えるような規模の自然災害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを
想定し，以下の５つの活動を行うための手順を網羅する。
（１）大規模な火災が発生した場合における消火活動（故意による大型航空機の衝突による外部
火災を想定し、泡放水砲等を用いた消火活動についての手順等を整備）

（２）炉心の著しい損傷を緩和するための対策
（３）原子炉格納容器の破損を緩和するための対策
（４）使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための
対策

（５）放射性物質の放出を低減するための対策

手順書の整備

体制の整備

設備及び

資機材の配備

大規模損壊対応の概要(P.3)より引用
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３．体制の整備（１／２）～大規模損壊への対応体制～

体制整備の考え方

 大規模損壊への対
応体制は，通常業務
の組織体制における
実務経験を活かすこ
とができる，重大事
故等対策に係る体
制を基本として整備

 夜間・休日において
も，発電所構内に常
駐する要員を確保し，
構外から要員が参
集するまでの間事故
対応できる初動体制
を整備

 その常駐する要員
は，構内に分散して
待機

 そのうえで，万一要員の被災等が生じた場合でも，流動性をもって柔軟に対応できる体制を整備

・中央制御室（運転員を含む）が機能しない場合もあらかじめ想定し，重大事故等対策要員で役割を変更する要
員に対して事前に周知しておくことで混乱することなく迅速な対応を可能とする。

・大規模な自然災害が発生した場合には，要員の参集に時間を要する可能性があるが，その場合でも，発電所
構内に常駐する要員により，対応を行えるよう体制を整備

 また，大規模損壊発生時の対応拠点となる緊急時対策所や中央制御室が使用できないような場合は，発電所構内
の施設の損傷状況等を勘案し，適切な拠点を選定

 なお，大規模損壊発生時の支援体制は，重大事故等発生時の支援体制で対処 ＊＜参考５＞支援体制について
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３．体制の整備（２／２）～教育・訓練～

総合訓練風景（発電所対策本部） 個別訓練 シミュレータ訓練

大規模損壊対応の体制を整備・充実させるための教育訓練

 要員に対し過酷な状況下においても柔軟に対処できるよう，重大事故等対策の対処に係る教育及び訓練に加
え，大規模損壊発生時における対応を付加して実施し，体制の整備を図る。

・原子力防災管理者及びその代行者を対象に，通常の指揮命令系統が機能しない場合及び残存する資源等
を最大限活用しなければならない事態を想定した個別の教育及び訓練を実施

・要員の被災等が発生した場合においても，優先順位の高い緩和措置の実施に遅れが生じることがないよう，
臨機応変な配員変更に対応できる知識及び技能習得により，本来の役割を担う要員以外の要員でも対応で
きるよう教育訓練を計画的に実施

・大規模損壊発生時に対応する組織の実効性等を確認するため，定期的な総合訓練を継続的に実施
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４．設備及び資機材の配備

要員の被災等が生じた場合においても，流動性を持って柔軟に対応できる体制を整備する。

重大事故等に対処する要員に対して，重大事故等を超えるような状況を想定した教育及び訓練を
実施し，体制の整備を図る。

大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行うために必要な重大事故等対処設備及び資機材
を配備する。

設計基準を超えるような規模の自然災害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを
想定し，以下の５つの活動を行うための手順を網羅する。
（１）大規模な火災が発生した場合における消火活動（故意による大型航空機の衝突による外部
火災を想定し、泡放水砲等を用いた消火活動についての手順等を整備）

（２）炉心の著しい損傷を緩和するための対策
（３）原子炉格納容器の破損を緩和するための対策
（４）使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための
対策

（５）放射性物質の放出を低減するための対策

手順書の整備

体制の整備

設備及び

資機材の配備

大規模損壊対応の概要(P.3)より引用
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４．設備及び資機材の配備～基本的考え方～

保管場所からの離隔距離

設備配備の基本的考え方

 可搬型重大事故等対処設備は，同等の機能を
有する設計基準事故対処設備及び常設重大事
故等対処設備と同時に機能喪失することのない
よう外部事象の影響を受けにくい場所に保管

 可搬型重大事故等対処設備は故意による大型
航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を
考慮し，原子炉建屋及び制御建屋から100ｍ以
上離隔を確保し，分散して配備

資機材配備の基本的な考え方

 重大事故等対策で配備する防護具や通信連絡
設備等の資機材の基本的な考え方を基に，高線
量の環境，大規模な火災の発生及び外部支援
が受けられない状況を想定し配備

 そのような状況においても使用を期待できるよう，
原子炉建屋及び制御建屋から100ｍ以上離隔を
とった場所に分散して配備
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５．適合性審査の状況

主な質問・指摘事項 回 答

大規模損壊対応時の要員、アクセスルート、資機材等の確認について、
直ちに大規模損壊が発生した場合も含めて、どの様に確認し判断を行う
のか、運用について整理して提示すること。

直ちに大規模損壊が発生した場合も迅速に対応できることが明確になるよ
う，「対応フロー」を整理した。

大規模損壊発生時における大容量送水ポンプ（タイプII）を使用した手順
の妥当性について、基準適合性の観点も含め，整理して提示すること。

＜参考＞
本指摘は，大規模損壊に特化した手順に対する指摘
・注水用ヘッダを活用した放水砲の設置手順
・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）による原子炉注水やドライウェル代替ス
プレイ手順等

大規模損壊発生時における大容量送水ポンプ（タイプII）を使用した手順の
妥当性等を整理し，大規模損壊に特化した手順を次のとおり見直した。
・注水用ヘッダを活用した放水手順
・注水用ヘッダを介さずに大容量送水ポンプ（タイプⅠ）のホースを建屋の
接続口に直接接続し使用する手順
・淡水タンクを水源とした放水砲による消火手順

 大規模損壊について，当社はこれまで公開の審査会合を１回，非公開の審査会合を４回実
施している。

 公開の審査会合において以下の指摘があり，非公開の審査会合において回答した。



15

1515
６．おわりに

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その
他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊へ
の対応として整備する「手順書」，「体制」及び「設備・資機材」
について，審査会合において説明しております。

本整備した内容は，現状に留まることなく，今後とも新たな
知見や教育・訓練の結果を取り入れ，たゆみなく継続的な改
善を図り，更なる安全性の向上を進めてまいります。
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＜参考１＞規制要求事項（１／２）

■大規模損壊発生時における手順・体制・資機材の整備は，次の審査基準において要求されている。

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」

要求事項 要求事項の解釈

発電用原子炉設置者において、大規模な自然災害又は故
意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電
用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）
が発生するおそれがある場合又は発生した場合における体
制の整備に関し、以下の項目についての手順書が適切に整
備されているか、又は整備される方針が適切に示されている
こと。また、当該手順書に従って活動を行うための体制及び
資機材が適切に整備されているか、又は整備される方針が
適切に示されていること。
一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場
合における消火活動に関すること。

二 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和す
るための対策に関すること。

三 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩
和するための対策に関すること。

四 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を
確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和す
るための対策に関すること。

五 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減す
るための対策に関すること。

１ 発電用原子炉設置者において、大規模な自然災害又
は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ
る発電用原子炉施設の大規模な損壊が発生した場合に
おいて、第１号から第５号までに掲げる活動を実施するた
めに必要な手順書、体制及び資機材等を適切に整備す
る方針であること。

２ 第１号に規定する「大規模損壊発生時における大規模
な火災が発生した場合における消火活動」について、発
電用原子炉設置者は、故意による大型航空機の衝突に
よる外部火災を想定し、泡放水砲等を用いた消火活動に
ついての手順等を整備する方針であること。

└「２．大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における
要求事項」

└「２．１ 可搬型設備等による対応」
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＜参考１＞規制要求事項（２／２）

要求事項 要求事項の解釈

３ 発電用原子炉設置者は、本規程における「１．重大事故等対策における要求事
項」の手順の以下の項目について、大規模な自然災害を想定した手順等を整備す
る方針であること。
１．２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するため

の手順等
１．３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
１．４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の手順等
１．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
１．６ 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
１．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
１．８ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等
１．９ 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等
１．１０ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等
１．１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
１．１２ 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等
１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等
１．１４ 電源の確保に関する手順等

４ 発電用原子炉設置者は、上記３の項目について、故意による大型航空機の衝
突その他のテロリズムも想定した手順等を整備する方針であること。
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＜参考２＞ケーススタディの選定について

①自然現象の網羅的な抽出
国内外の基準を参考に，網羅的に自然現象を抽出・整理
⇒自然現象３２事象

②個別の事象に対する発電用原子炉施設安全性への影響度評価 （起因事象の特定）

設計基準を超えるような非常に苛酷な状況を想定した場合に発電用原子炉施設の安全性が損なわれる可能性につ
いて評価
⇒発生し得るプラント状態（起因事象）を特定

③特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のある自然現象の選定
②の影響評価により，特にプラントの安全性に影響を与える可能性がある事象を選定
・地震 ・津波 ・地震と津波の重畳 ・竜巻 ・凍結 ・積雪 ・落雷
・火山の影響 ・森林火災 ・隕石

④ケーススタディの対象シナリオ選定

上記で選定された事象の発電用原子炉施設への影響について，重大事故等対策で想定している事故シーケンスに
包絡されないものを抽出しさらに他事象での想定シナリオによる代表性を考慮して，大規模損壊のケーススタディの
対象とするシナリオを選定
・地震 ・津波 ・地震と津波の重畳

■大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害を以下のプロセスで網羅的に抽出・選定

■故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における考慮

➢ テロリズムには様々な状況が想定されるが，その中でも施設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪
失及び大規模な火災が発生して発電用原子炉施設に大きな影響を与える故意による大型航空機の衝突を
ケーススタディとして選定
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＜参考３＞手順書について

■運転操作手順書

■発電所対策本部用手順書

手順書名 内容

警報処置運転手順書
中央制御室及び現場制御盤に警報が発生した際に,警報発生原因の除去あるいはプラントを安全な状態に維持する
ために必要な対応操作を定めた手順書で，運転員が使用

非常時操作手順書
(イベントベース(AOP))

単一の故障等で発生する可能性のあるあらかじめ想定された異常又は事故が発生した際に，事故の進展を防止する
ために必要な対応操作を定めた手順書で，運転員が使用
設計基準事故の範囲内の特定された事故ごとの操作内容をあらかじめ手順書化しており，当該手順で対応できると判
断した場合に使用し，過渡状態が収束するまでの間適用

非常時操作手順書
(徴候ベース(EOP))

事故の起因事象を問わず，ＡＯＰでは対処できない複数の設備の故障等による異常又は事故が発生した際に，重大
事故への進展を防止するために必要な対応操作を定めた手順書で，運転員が使用
ＡＯＰが設計基準事故の範囲内の特定された事故ごとの対応操作を示した手順書であることに対して，非常時操作手
順書（徴候ベース）は観測されるプラントの徴候（パラメータの変化）に応じた対応操作を示した手順書であり，設計基準
事故に加え設計基準を超えるような設備の多重故障等にも適用

非常時操作手順書
(シビアアクシデント(SOP))

ＥＯＰで対応する状態から更に事象が進展し炉心損傷に至った際に，事故の拡大を防止し影響を緩和するために必要
な対応操作を定めた手順書で，運転員が使用
炉心が損傷し，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器の健全性を脅かす可能性のあるシビアアクシデント事象に適用

非常時操作手順書(設備別)
自然現象や大規模損壊等により，多数の恒設の電源設備・注水設備等が使用できない場合の事故対応操作内容を
定めた手順書で，運転員が使用

手順書名 内容

発電所対策本部運営要領書
重大事故，大規模損壊等が発生した場合又はそのおそれがある場合に，緊急事態に関する発電所対策本部の責任と
権限及び実施事項を定めた要領書で発電所対策本部が使用

アクシデントマネジメント(AMG)
炉心損傷後に想定されるプラント状態の判断や事故の進展防止及び影響緩和のために実施すべき操作の技術的根
拠となる情報を定めたガイドで，運転員に対する支援活動の参考として，技術支援組織が使用

重大事故等対応要領書(EHG)

自然現象や大規模損壊等により，多数の恒設の電源設備・注水設備等が使用できない場合に，運転員の事故対応に
必要な支援を行うための可搬型設備等による事故対応操作内容を定めた要領書で，重大事故等対策要員及び初期消
火要員（消防車隊）が使用
事故の状況や現場要員の確保状況等に応じて適切な手順書を選択可能とするため，ＥＨＧの各手順を実施するため
の所要時間，所要人数等，手順実施時に必要な情報を記載
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＜参考４＞目標設定と個別戦略

■大規模損壊の対応に当たって，発電所対策本部は，発電所外への放射性物質放出の防止及び抑
制を最優先として，対応要員数，可搬型設備，常設設備を含めた残存する資源等を確認（プラント
状態確認チェックシート活用）し，最大限の努力によって得られる結果を想定して，当面達成すべき
目標を設定し，優先すべき戦略を決定する考え方は以下のとおり。
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＜参考５＞支援体制について

■大規模損壊発生時の支援体制は，重大事故等発生時の支援体制で対処する。
本店

支援 連携

発電所対策本部 本店対策本部

原子力防災管理者（所長）

・情報班
・総務班
・広報班
・放射線管理班
・保修班
・技術班
・発電管理班

本部長（社長）

・原子力班
-事務局 -設備状況調査Ｇｒ
-炉心状況調査Ｇｒ -被ばく影響調査Ｇｒ 他

・副本部長
・本部付

・副本部長，・委員

プラントメーカー
協力会社

・事務局

東通原子力発電所

発電所支援本部

本部長（副所長）

・情報班
・復旧支援班

・副本部長
・本部付

連携 国：緊急事態対策官等

・広報班，・総務班，・人財班，・資材班，

・電力ｼｽﾃﾑ班，・土木建築班，・情報通信班

女川原子力発電所

支援

要請

災害対策支援拠点

○原子力災害活動（復旧活動）の支援

支援 支援

派遣
原子力事業者間
協力協定

要員

派遣

原子力緊急事態支援組織

支援

要請 支援


